
－1－

議 会 運 営 委 員 会 会 議 録

招 集

令和７年６月９日（月）午前１０時 議会委員会室

出席委員（８名）

（委員長）戸 田 隆 次 （副委員長）津 田 幸 一

岩 﨑 康 朗 奥 岩 浩 基 中 田 利 幸 錦 織 陽 子

松 田 真 哉 渡 辺 穣 爾

欠席委員（０名）

議長及び副議長

岡田議長 田村副議長

説明のため出席した者

【総務部】藤岡部長

［秘書広報課］幸本課長

［財政課］金川課長 中村課長補佐兼総括主計員 髙木係長

出席した事務局職員

毛利局長 田村次長 森井議事調査担当局長補佐 松田調整官

傍聴者

安達議員 稲田議員 今城議員 大下議員 塚田議員 徳田議員 西野議員

報道関係者０人 一般０人

協議事件

１ ６月定例会の提出議案について

２ ６月定例会の日程について

３ 次回議会運営委員会の開催について

４ 米子市議会基本条例の検証について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前９時５９分 開会

○戸田委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。

早速ではございますが、協議事件１、６月定例会の提出議案について当局の説明を求め

ます。

藤岡総務部長。

○藤岡総務部長 市議会６月定例会の提出議案につきましては、条例が４件、単行議案が

３件、専決処分が３件、補正予算が３件、報告が７件の計２０件を上程する予定としてお

ります。このうち議案第５２号の財産の取得につきましては、美保中学校区義務教育学校

整備事業用地の取得に係る諸手続を早期に行う必要があることから、先議をお願いするも

のでございます。具体的に申し上げますと、本事業につきましては、土地収用法に基づく

事業認定を令和６年６月２８日付けで取得しておりますが、当該認定は令和７年６月２８
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日に失効いたします当該認定を根拠として農地転用等の許認可を得ていることからも事業

認定の有効期間内に用地を取得する必要があり、事業の進捗を図るため先議をお願いする

ものでございます。なお、議案の概要につきましては、午後に開催されます全員協議会に

おいて御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。説明は以上です。

○戸田委員長 当局の説明は終わりました。委員の皆様よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 次に、協議事件２、６月定例会の日程について事務局の説明を求めます。

毛利事務局長。

○毛利事務局長 それでは、日程について御説明いたします。資料の４を御覧ください。

まず、質問の通告期限についてでございます。代表質問は１１日水曜日正午までにお願

いいたします。関連質問は１２日木曜日正午まで、各個質問は１２日木曜日午前９時に受

付を開始して、１３日金曜日正午が期限となっております。次に、意見書案の提出期限、

先議案件及び報告に対する質疑の通告期限はいずれも１２日木曜日正午となっております。

また、先議案件の討論の通告期限につきましては１３日金曜日正午までにお願いします。

次に、予算決算総括質問の順番についてでございますが、申合せによりまして、この６月

定例会から１年間は記載しておりますとおりの順番になりますので、御確認をお願いいた

します。以上でございます。

○戸田委員長 事務局の説明は終わりました。委員の皆様よろしいでしょうか。

奥岩委員。

○奥岩委員 何点か確認なんですけど、質問の通告期限なんですが、それぞれ時間が設定

されております。で、以前少し伺ったことがあるんですけど、ペーパーではなくて、メー

ルのデータで提出された方がいらっしゃったそうなんですけど、メールで事務局に送付し

た場合ですね、これが受取りのメールの受信が市役所の分ですと、時間がずれるというこ

とがございまして、議員のほうが送付した時間が１２時、例えば正午までであったら、１

１時５９分の送信でオーケーなのか、それとも事務局側のほうが受け取ったのが正午まで

っていうふうになるのか確認をしておきたいんですが、いかがでしょうか。

○戸田委員長 森井議事調査担当局長補佐。

○森井議事調査担当局長補佐 一応申合せで１１時半までに事務局に着くということと、

それから１１時半までにファックス、それからメールで送信された場合には電話連絡をい

ただくという申合せになっております。以上でございます。

○戸田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 そうしますと、メールデータで送られる方は正午までと記載がある分には１

１時半までにメール必着。午前９時までと記載がある分につきましては、８時半までとい

うことでよろしいですよね。

○戸田委員長 森井議事調査担当局長補佐。

○森井議事調査担当局長補佐 受付開始が９時ですので、それまでにいただいた分につい

ては、普通の各個質問の場合ですと、抽選の場に５人ぐらい来られるんですけど、その後

にメールでいただいた場合には順番としてはやるということになっております。以上でご

ざいます。

○戸田委員長 奥岩委員。
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○奥岩委員 失礼しました。受付締切は全部正午まででしたね。失礼しました。開始のと

ころもお答えいただきましてありがとうございます。そういたしますと、今ので理解いた

しましたので、対応する場合はそのように気をつけさせていただきたいと思います。

あと、⑸、予算決算総括質問の順番のところで、１年間ということだったんですけど、

この順番で行かれるということで、今回６月定例会ですので、３月定例会までこの順番と

いうことでよろしいですよね。

○戸田委員長 毛利事務局長。

○毛利事務局長 １年間と言いますか、そこに記載もしてございます、改選後の初議会前

まで、３月の定例会以後、臨時議会がある場合もありますので、そういう表記をしている

ところでございます。以上です。

○戸田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、次に、協議事件３、次回議会運営委員会の開催についてでござ

いますが、記載のとおり定例会開会日の６月１６日月曜日午前９時２０分から開催したい

と思いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、ここで執行部は御退席ください。

〔執行部退席〕

○戸田委員長 それでは、次に、協議事件４、米子市議会基本条例の検証についてでござ

います。資料５を御覧ください。

資料５は、米子市議会基本条例検証評価表についてでございます。

これについて、事務局の説明を求めます。

森井議事調査担当局長補佐。

○森井議事調査担当局長補佐 資料５を御覧ください。これは以前整理表として提示した

ものでありますが、評価表として改めて提示しております。

最終ページの右下の四角の中に評価の段階として、Ａ、Ｂ、Ｃ、検証対象外の４つを記

載しております。Ａは達成であり、当該条項はおおむね、８割程度目的を達成した場合の

評価でございます。Ｂは一部達成であり、当該条項は一部、５割程度目的を達成した場合

の評価でございます。Ｃは未達成であり、当該条項は、目的を達成できなかった、３割以

下の場合の評価でございます。横棒は検証対象外でありまして、当該条項は検証の対象外

とする場合の評価でございます。

こちらの評価を、各条項ごとに表の中ほど「評価（Ａ、Ｂ、Ｃ、－）」の欄に記入してい

ただき、評価内容も記入できるものは併せて記入していただきたいと思います。なければ

空欄でかまいません。

作成に当たりましては、先日取りまとめました整理表と前回の報告書を参考にして評価

表を作成したいただきたいと思います。以上でございます。

○戸田委員長 事務局の説明は終わりました。よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 こちらは、会派にお持ち帰りいただいて、評価の取りまとめをお願いした

いと思います。その取りまとめでございますが、６月３０日月曜日までに議会事務局あて
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に電子メールで御送付いただきたいと思います。なお、検証評価表のエクセルデータは後

日、議会事務局から委員の皆様に御送付させていただきます。また、これを基に６月定例

会閉会後の議会運営委員会から基本条例の検証に入りたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。また、検証のスケジュールについてでございますが、令和７年３月

定例会閉会後の議会運営委員会でも御提示させていただきましたが、資料６のとおり進め

させていただきたいと思います。委員の皆様よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○戸田委員長 それでは、以上で、こちらで用意した案件は終了となります。

委員の皆様から何かございますか。

〔「なし」と声あり〕

○戸田委員長 事務局から何かございますか。

〔「ございません」と毛利事務局長〕

○戸田委員長 正副議長から何かございますか。

〔「ございません」と岡田議長〕

○戸田委員長 それでは、以上をもちまして議会運営委員会を閉会いたします。

午前１０時０９分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

議会運営委員長 戸 田 隆 次


